
「禁煙宣言」「分煙宣言」ステッカー申請書 

（ 宛 先 ） 保 健 所 長 

平成     年    月    日 

このたび、市の禁煙運動推進の主旨に賛同し、新鮮な空気をいっぱい吸える

健康なまちづくりを目指して、禁煙・分煙運動を推進するため、「禁煙宣言」

「分煙宣言」ステッカーを申請します。 

施設名 
申請者 

（施設管理者）

住  所 
富山市 

                                （℡       －            ） 

ステッカーの

種類 

※該当する番号を○で囲んでください。 

１.禁煙宣言          ２.分煙宣言 

※あてはまる区分と要件に○をつけてください。 

＊市ホームページへステッカー掲示施設の掲載やイベント等での紹介について 

１.同意する    ２.同意しない

＊記載いただいた情報は、まちぐるみ禁煙支援事業以外には使用いたしません。

区分 要件 

1 敷地内禁煙 
① 敷地内（施設を含む）がすべて禁煙であることを標示している 

② 敷地内（施設を含む）に灰皿を置いていない 

2 屋内禁煙 
① 施設全体が禁煙であることを標示している 

② 施設内に灰皿を置いていない 

3
屋内禁煙 

（テナント内のみ）

① テナント等の内が禁煙であることを標示している 

② テナント等の内に灰皿を置いていない 

③ 屋内の共用部分（廊下・ホール等）にも灰皿を置いていない 

区分 要件 

1
完全分煙 

（喫煙室設置）

① 喫煙室を設置し、標示している 

② 十分な能力の換気扇等排気装置があり、喫煙室から煙も臭いも漏

れておらず、かつ、新鮮な空気の給気にも配慮している 

③ 喫煙室以外の屋内に、灰皿を置いていない 

2
完全分煙 

（喫煙コーナー設置） 

① 喫煙コーナーを設置し、標示している 

② 出入口を除いた部分を、場所と壁、パーテーション、ロールスク

リーン等で仕切られている 

③ 出入口は、たばこの煙が漏れないように、天井から途中までをカ

バーしている 

④ 十分な能力の換気扇等排気装置があり、喫煙室から煙も臭いも漏

れておらず、かつ、新鮮な空気の給気にも配慮している 

⑤ 喫煙コーナー以外の屋内に、灰皿を置いていない 

分煙宣言ステッカー 

禁煙宣言ステッカー


